
　　　社員が仕事と子育てを両立させることができ、すべての社員がその能力を十分に発揮できる

　　　ようにするため、次のように行動計画を策定する。

１．計画期間　　令和７年７月１日 ～ 令和１０年６月３０日 までの ３年間

２．目標と取り組み内容・実施時期

　　　目標１：　計画期間内に、育児休業の取得率を次の水準以上とする。

　　　　　　　　 男性社員…取得率５０％以上

　　　　　　　　 女性社員…取得率８０％以上

＜対策＞

●令和７年７月１日～ 妊娠・出産の報告があった社員に、育児休業制度の概要と取得促進の

案内チラシを配布する。

●令和８年７月１日～ 育休からの復職時に面談を行い、復帰後の働き方を調整する。

　　　目標２：　全社員の時間外・休日労働時間の平均を各月２０時間未満とする。

＜対策＞

●令和７年７月１日～　　月ごとの時間外労働時間を集計し、各部署にフィードバックする。

●令和８年７月１日～ 業務量の見直し、ＤＸ化による事務の効率化などの取り組みを実施する。
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